
 

東峰村観光サイン整備業務 

企画提案公募実施要領 

 

本公募要領は、東峰村観光サイン整備業務の企画提案公募に参加しようとする事業者

（以下「提案者」という。）が留意すべき事項について定めたもので、提案者は、以下の事

項を熟知した上で、公募に参加するものとする。 

 

１ 委託業務名 

  東峰村観光サイン整備業務 

 

２ 委託業務の内容 

  別紙「委託仕様書」のとおり 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和８年３月１９日まで 

 

４ 委託者 

  東峰村 

 

５ 予算規模 

  ４９，９８４，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

６ 企画提案公募参加資格 

  以下の要件を全て満たしていることを条件とする。 

（１）福岡県内に事業所を有する事業者であること。 

（２）過去１０年の間に、公共サインに関係する計画やガイドライン等の作成、観光サイ

ン看板の設置業務の受託経歴があり、当該委託業務の円滑な遂行が可能な事業者で

あること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

者であること。 

 （４）東峰村入札参加資格を有すること。なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、

企画提案書の提出時までに資格者の登録を終えていることを条件とする。 

（５）東峰村の規定による指名停止期間中の者でないこと。 

 （６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立てがなさ 

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申 

し立てがなされている者ではないこと。 

(７)東峰村暴力団排除条例（平成２２年東峰村条例第１６号）に定める暴力団又は暴力



団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

７ 企画提案公募スケジュール 

（１）企画提案公募開始（HP公表)     令和７年１０月２７日 (月) 

（２）企画提案公募説明会         実施しない 

（３）企画提案公募に関する質問受付期限  令和７年１１月１０日（月）１７時 

（４）企画提案公募に関する質問への回答  令和７年１１月１３日（木）予定 

（５）企画提案書の提出期限        令和７年１１月２０日 (木）１７時 

（６）一次審査（書面）結果の通知     令和７年１１月２５日（火）予定 

（７）最終審査（プレゼンテーション）   令和７年１１月２８日（金）予定 

（８）委託契約候補者の決定通知      令和７年１２月 ５日（金）予定 

（９）委託契約締結            令和７年１２月上旬予定 

 

８ 企画提案公募参加手続について 

（１）企画提案公募に関する質問受付及び回答 

  ・ 仕様書及び本公募要領に関する質問がある場合は、別紙「質問票」（様式第１号） 

に必要事項を記入の上、下記により提出すること。 

 

① 受付期間 令和７年１１月１０日（月）１７時まで ※必着 

   ② 提出方法 電子メール 

   ③ 提 出 先 東峰村ふるさと推進課 商工観光係 

          E-mail：furusui@vill.toho.fukuoka.jp 

 

・ 質問に対する回答は、令和７年１１月１３日（木）を目途に、東峰村公式ホーム

ページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の提案内容に密接にか

かわるものについては、質問者に対してのみ回答する。また、質問の内容によっ

ては、回答しないこともある。 

 

（２）企画提案書の提出 

  ① 提出書類及び提出部数 

提出書類 部数 

ア）企画提案応募書（様式第２号） １部 

イ）提案者概要（様式第３号）及び 

  提案者の組織体制、事業内容が分かるもの（任意様式、事業者パ 

ンフレット可） 

５部 



ウ）企画提案書（任意様式） 

  …Ａ４版横置き、片面印刷。 

   作成に当たっては、別紙「企画提案書作成要領」を参照のこと。 

５部 

 

② 提出期限  令和７年１１月２０日（木）１７時まで ※必着 

③ 提出方法  持参または郵送 ※電子媒体での提出は不可。 

④ 提 出 先  東峰村ふるさと推進課 商工観光係 

          〒８３８－１７９２ 

          福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６４２５ 

東峰村役場宝珠山庁舎２階 

  ⑤ その他 

    ・提出書類は、委託契約候補者の選定にのみ使用する。 

    ・提出書類の作成に要した費用、その他参加に要した費用については、提案 

者の負担とする。 

     ・本公募要領に示した公募参加資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした 

者の提案書は無効とする。 

     ・提出書類は、採用の有無に関わらず返却しないものとする。 

 

９ 委託契約候補者の選定について 

 （１）一次審査（書面審査） 

・下記の「１０ 審査基準」により書面審査を行い、下記「（２）最終審査（プレ 

ゼンテーション審査）」を行う提案者を選定する。 

    ・選定結果は、令和７年１１月２５日（火）を目途に提案者全てに通知を行う。 

     なお、審査及び選定結果に関する質問には応じない。 

 

（２）最終審査（プレゼンテーション審査） 

   プレゼンテーション審査を行い、評価点の高い提案者を委託契約候補者に選定する。 

   ① 実 施 日 令和７年１１月２８日（金）予定 

   ② 実施方法 東峰村役場内会議室で各提案事業者によるプレゼンテーション 

（質疑応答を含む２０分程度）を予定 

    ※当日の時間等詳細は、別途通知する。 

 

（３）委託契約候補者の決定 

   最終審査の結果は、令和７年１２月５日（金）を目途に文書にて通知する。 

 

１０ 審査基準 

  ・審査は、委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）委員が下表に示す 

評価対象項目により採点し、全委員の点数を合算した合計点数が最も高い提案者 

を委託契約候補とする。合計点数が同点となった場合は、選定委員会の協議によ 

り選定する。 



  ・なお、満点の６割を最低基準点とし、全委員の点数を合算した合計点数がこれに

満たない場合は、選定しない。また、提案者が１事業者の場合、全委員の点数を

合算した合計点数が最低基準点を満たすときは委託契約候補者として選定する。 

 

評価対象項目 配点 

１ 提案者概要・業務実績 

  ・業務を円滑に遂行する能力を有しているか。（本委託業務のノウ 

ハウや類似事業の実績があるか等） 

15点 

２ 業務体制・スケジュール 

・業務を遂行するための適切な運営体制、人員配置となっているか。 

  ・業務を確実に遂行し得るスケジュールになっているか。 

20点 

３ 業務実施の内容 

（業務全般の提案） 

（目的・理解度） 

・業務の背景、目的を踏まえた適切な企画提案

となっているか。 

15点 

（提案の具体性） 

・提案内容は妥当かつ具体的なものであるか。 
15点 

（提案の実現性） 

・提案内容は今後のサイン整備の実現性が見込

める有用なものとなっているか。 

15点 

（提案のデザイン性） 

・わかりやすいサインのデザイン案が示されて 

いるか。 

10点 

４ 見積価格の合理性 

  ・経費が合理的に積算され、かつ適切な内容であるか。 
10点 

合 計 100点 

 

１１ 契約について 

（１）契約に当たっては、委託契約先候補者と具体的な委託業務内容等について協議 

を行い、合意に達した場合に限り、委託契約を締結するものとする。 

  （２）委託業務内容は、委託契約先候補者が提出した企画提案書を基本とするが、契 

約協議の過程で、内容の一部変更を求めることがある。 

（３）契約締結に係る諸費用（印紙代等）は、受託者の負担とする。 

  （４）契約に当たっては、東峰村財務規則第１１３条の規定により、契約金額の 

１００分の１０以上の金額を契約保証金として、東峰村に納付するものとする。 

この契約保証金は、契約が支障なく履行されたときは、契約期間終了時に全額 



返還する。なお、次の場合には、契約保証金が減免される。 

     ① 東峰村を被保険者とする履行保証契約を保険会社と締結した場合。 

     ② 過去２年の間に東峰村もしくは本村以外の国（予算決算及び会計令第９９条 

第９号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。）、又は地方公共団体とその種類 

及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて 

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められ 

るとき。 

 

 １２ 問合せ先 

東峰村ふるさと推進課 商工観光係 担当：熊谷、田坂 

〒８３８－１７９２ 

福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６４２５ 

    ＴＥＬ：０９４６－７２－２３１２ 

    ＦＡＸ：０９４６－２８－７７２３ 

    E-mail：furusui@vill.toho.fukuoka.jp 


